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■国土交通省の交通不便地域指定について（今回の協議） 

〇概要： 

・地域内フィーダー系統補助（※詳細は裏面）を受けるためには、国土交通省から交通不

便地域の指定を受ける必要があり、香取市地域公共交通協議会で協議し、関東運輸局に申

請を行っています。指定期間は、５年間です。現在の指定期間は令和３年 10 月１日から令

和８年９月 30 日までとなっています。 

 

〇協議の目的： 

・令和６年 10 月からの路線バス、循環バスの運行見直しに伴い、地域内フィーダー系統補

助を受ける路線も変更となることから、国土交通省に対し交通不便地域指定の変更を申請

する必要があり、今回協議いたします。 

 

〇対象地域： 

・香取市では、地域内フィーダー系統補助を受ける路線のうち、小見川地区で運行する路

線（対象路線は、後述）を利用できる地区（字単位）を国土交通省の指定する交通不便地

域としています。 

※過疎地域（旧佐原町、旧山田町、旧栗源町）で運行する路線で、地域内フィーダー系統

補助を受ける場合、国土交通省による交通不便地域指定は不要です。 

※なお、「国土交通省が指定する交通不便地域」と香取市が把握している「交通空白・不便

地域」（香取市地域公共交通計画 P.26）は、趣旨が異なります。 

 

〇国土交通省の交通不便地域指定を受ける予定の地区（字単位）： 

小見川、八日市場、野田、本郷、下小川、新々田、入会地、下小堀、分郷、虫幡、木内、

上小堀、阿玉川、下飯田、岡飯田、布野、川頭、北原地新田、五郷内、和泉、貝塚、 

阿玉台、久保 

※南原地新田など、地域内フィーダー系統補助を受ける路線が運行する地区であっても、

他の公共交通機関（地域内フィーダー系統補助を受けないもの）がある場合は、その駅

やバス停から半径 1 ㎞以内を交通不便地域の対象外となることから、交通不便地域指

定の対象としない地区があります。 

 

〇国土交通省の指定する交通不便地域の人口： 

・国土交通省の指定する交通不便地域のうち、対象地区（字単位）の前年度末の人口をも

とに計算しています。 

・実際には、対象地区（字単位）のうち、除外する面積があることから、対象となる面積

の割合で対象人口の按分を行っています。 

・按分率は、対象地区（字単位）のうち、他の公共交通機関（地域内フィーダー系統補助

を受けないもの）がある場合は、その駅やバス停から半径 1 ㎞以内を除外した対象面積

を計測し、全体面積に対する対象面積の割合によって按分率を算出しています。 

・対象地区（字単位）の人口に按分率を乗して、国土交通省の指定する交通不便地域の人

口を計算しています。 

 

補足資料
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■地域内フィーダー系統補助について 

〇概要： 

・地域内フィーダー系統補助とは、鉄道や複数の市町をつなぐ路線バス（地域間幹線系統：

幹のような路線）に接続する、地域の生活にかかせない路線（地域内フィーダー系統：

枝のような路線）の運行維持に対する補助金。 

・利用者が少ない等の理由で運行赤字が発生している路線かつ、香取市地域公共交通計画

に記載された路線で、運行の維持のために国の補助金を活用するものです。 

・毎年、香取市地域公共交通協議会で補助を受けるための計画を作成し、協議を行ってい

ます。（今年は、６月に承認済み） 

 

〇補助金を受けられる地域： 

・地域内フィーダー系統補助金を受けるため、国土交通省の交通不便地域の指定を受けた

地域（今回の協議で指定する「小見川地区の一部」） 

・総務省の指定する過疎地域（過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法で示される

地域）（旧佐原市、旧山田町、旧栗源町） 

 

〇対象路線： 

 

 

 令和６年 

（R6.10 月～R7.9 月）

地域区分 新規・継続 【参考】令和５年 

（R5.10 月～R6.9 月）

 香取市循環バス（小見川市

街地ルート（北西ルート））

交通不便地域

指定

継続 

（ルート変更）

香取市循環バス（小見

川ルート）

 香取市循環バス（小見川市

街地ルート（南西ルート））

交通不便地域

指定

継続 

（ルート変更）

 香取市循環バス（小見川市

街地ルート（北東ルート））

交通不便地域

指定

新規

 香取市循環バス（山田ルー

ト）

交通不便地域

指定

継続 

（ルート変更）

香取市循環バス（横断

ルート）

 香取市乗合タクシー 交通不便地域

指定

継続 香取市乗合タクシー

 香取市循環バス（佐原市街

地ルート（西側ルート））

過疎地域 新規
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※今回の協議「地域内フィーダー系統補助を受けるための国土交通省

の指定する交通不便地域」とは異なるものであることの確認資料

香取市地域公共交通計画から抜粋（26 ページ） 
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